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循
環
型
社
会
を
目
指
し
た
法
体
系
の
整
備

①
ｌ
廃
棄
物
の
法
体
系

　
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
の
法
制
度
は
、
明
治
三

士
二
年
の
「
汚
物
掃
除
法
」
に
始
ま
り
、
昭
和
二
十

九
年
の
「
清
掃
法
」
に
基
づ
き
、
市
街
地
区
域
を
中

心
と
す
る
汚
物
の
処
理
が
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
昭

和
四
十
五
年
に
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
」
（
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
呼
ぶ
。
）

と
し
て
、
廃
棄
物
の
処
理
体
系
の
整
備
と
、
生
活
環

境
の
保
全
、
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
全
面
的
な
改
正
が
な
さ
れ
他
の
公
害
関
係
法
と
と

も
に
成
立
し
た
。

　
そ
の
後
、
経
済
規
模
の
拡
大
や
生
活
様
式
の
変
化
、

産
業
構
造
の
高
度
化
な
ど
を
背
景
に
、
廃
棄
物
の
排

出
量
の
増
大
と
質
の
多
様
化
が
進
み
、
ま
た
、
環
境

問
題
に
関
す
る
市
民
意
識
の
高
ま
り
に
よ
る
最
終
処

分
場
を
は
じ
め
と
し
た
廃
棄
物
処
理
施
設
の
確
保
の

問
題
や
、
費
用
負
担
に
伴
う
不
法
投
棄
の
増
大
な
ど

不
適
正
処
理
の
問
題
な
ど
が
生
じ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
社
会
的
な
情
勢
の
変
化
に
伴
っ
て
、
「
廃

棄
物
処
理
法
」
は
改
正
を
重
ね
、
廃
棄
物
の
適
正
処

理
へ
の
規
制
と
と
も
に
、
減
量
化
や
リ
サ
イ
ク
ル
の

推
進
、
事
業
者
処
理
責
任
、
公
共
関
与
を
含
め
た
産

業
廃
棄
物
処
理
の
安
全
性
の
確
保
な
ど
に
つ
い
て
強

化
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
ま
た
、
平
成
三
年
に
は
「
再
生
資
源
の
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
個
別
の
製
品
に
着

目
し
た
法
律
と
し
て
平
成
七
年
に
「
容
器
包
装
に
係

る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
に
関
す
る
法
律
（
容
器

包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
）
」
が
、
平
成
十
年
に
「
特
定

家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
）
」

が
制
定
さ
れ
、
順
次
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　
世
界
的
な
動
き
と
し
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
開
発
協

力
機
構
）
に
よ
る
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
（
汚
染
者
負
担
の
原
則
）
の

原
則
を
踏
ま
え
、
Ｅ
Ｐ
Ｒ
（
拡
大
生
産
者
責
任
）
と
い
っ

た
概
念
が
、
廃
棄
物
の
処
理
を
巡
る
負
担
の
増
加
、
環

境
汚
染
に
伴
い
提
唱
さ
れ
導
入
さ
れ
て
き
て
い
る
。

②
―
環
境
に
関
す
る
法
体
系

　
昭
和
四
十
二
年
の
「
公
害
対
策
基
本
法
」
の
制
定

を
受
け
、
「
大
気
汚
染
防
止
法
」
、
「
騒
音
規
制
法
」
、

「
水
質
汚
濁
防
止
法
」
な
ど
の
、
公
害
関
連
規
制
法

が
整
備
さ
れ
、
主
に
公
害
の
規
制
に
重
点
を
置
き
環

境
行
政
が
推
進
さ
れ
て
き
た
。

　
平
成
四
年
に
は
地
球
環
境
規
模
の
環
境
保
全
に
つ

い
て
の
世
界
会
議
が
開
か
れ
、
日
本
で
は
平
成
五
年

に
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進

す
る
た
め
「
環
境
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の

法
は
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
持
続
的
発
展
が
可
能

な
社
会
の
構
築
を
、
全
て
の
者
が
公
平
に
負
担
す
る

■
青
木
恵
子
こ
水
木
宏
一
郎

①
一
般
廃
棄
物
を
め
ぐ
る
現
状
と
横
浜
市
の
処
理
計
画

◎
横
浜
市
の
廃
棄
物
処
理
の
現
状
と
循
環
型
社
会
の
形
成

１



こ
と
、
廃
棄
物
に
関
連
し
て
は
、
再
生
資
源
の
利
用

促
進
や
廃
棄
物
の
処
理
が
環
境
に
与
え
る
負
荷
を
低

減
す
る
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
平
成
十
一
年
に
は
、
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

対
策
特
別
措
置
法
」
が
制
定
さ
れ
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

対
策
と
し
て
廃
棄
物
の
減
量
化
の
目
標
が
閣
議
決
定

さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
十
三
年
か
ら
「
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の

排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
法
）
」
が
施
行
さ
れ
、
有
害
化

学
物
質
に
関
す
る
自
主
管
理
と
そ
の
排
出
量
に
関
す

る
情
報
が
開
示
さ
れ
、
環
境
に
関
す
る
負
荷
に
対
す

る
情
報
が
集
積
さ
れ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

③
―
平
成
十
二
年
に
成
立
し
た
廃
棄
物
を
巡
る
新
し

　
　
い
法

　
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
や
廃
棄
物
に
関
連

す
る
各
法
は
環
境
基
本
法
の
理
念
の
も
と
の
法
体
系

で
あ
り
、
こ
の
項
で
ふ
れ
る
新
し
い
法
律
な
ど
と
の

関
連
図
（
図
―
１
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ア
「
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法
」

　
循
環
型
社
会
を
、
廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
、
循
環

資
源
の
循
環
的
な
利
用
、
適
正
な
処
分
の
確
保
が
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
天
然
資
源
の
消
費
を
抑
制
し
環

境
へ
の
負
荷
が
で
き
る
限
り
低
減
さ
れ
る
社
会
と
定

義
し
、
法
の
対
象
を
物
の
有
価
、
無
価
を
問
わ
ず
廃
棄

物
等
と
し
、
そ
の
う
ち
有
用
な
も
の
を
循
環
資
源
と
位

置
付
け
循
環
的
な
利
用
を
促
進
す
る
と
し
て
い
る
。

　
大
き
な
特
徴
と
し
て
廃
棄
物
等
の
処
理
の
優
先
順

位
を
発
生
抑
制
、
再
使
用
、
再
生
利
用
、
熱
回
収
、

適
正
処
分
と
法
定
化
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
及
び
市
民

の
役
割
分
担
を
明
ら
か
に
し
、
市
民
、
事
業
者
の
排
出

者
責
任
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
拡
大
生
産
者
責

任
の
一
般
原
則
を
確
立
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
に
基
づ
き
、
国
は
今
後
二
年
程
度
を
か
け
て
、

基
本
計
画
を
定
め
る
予
定
で
あ
る
。

イ
「
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
）
」

　
食
品
廃
棄
物
等
（
食
べ
残
し
や
売
れ
残
り
商
品
、

調
理
く
ず
、
食
品
製
造
残
さ
な
ど
）
の
再
生
利
用
と
、

発
生
抑
制
と
減
量
（
以
下
再
生
利
用
等
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
定
め
た
法
律
で
あ
る
。

　
発
生
抑
制
や
再
生
利
用
製
品
の
利
用
促
進
は
全
て

の
事
業
者
、
消
費
者
の
責
務
と
な
っ
て
い
る
。
特
に

食
品
関
連
事
業
者
は
、
基
本
方
針
に
よ
り
、
平
成
十

八
年
度
ま
で
に
食
品
廃
棄
物
の
再
生
利
用
等
の
実
施

率
を
二
〇
％
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

年
間
百
ト
ン
以
上
の
食
品
廃
棄
物
を
排
出
す
る
食
品

関
連
事
業
者
に
対
し
て
、
勧
告
、
公
表
、
罰
則
な
ど

の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
再
生
利
用
の
方
法
や
減
量
化
の
方
法
を
定
め
た
ほ

か
再
生
利
用
事
業
者
の
登
録
制
度
を
設
け
て
い
る
。

ウ
「
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
改

正
リ
サ
イ
ク
ル
法
）
」

　
平
成
三
年
に
定
め
ら
れ
た
「
再
生
資
源
の
利
用
の

促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
大
幅
改
正
し
た
法
律
で
、

個
別
の
製
品
や
事
業
者
に
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
容
易
な

設
計
や
廃
棄
物
の
減
量
化
、
事
業
者
回
収
や
リ
サ
イ

ク
ル
の
実
施
、
素
材
の
表
示
義
務
な
ど
を
指
定
し
義

務
づ
け
て
い
る
。

　
平
成
十
三
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
、
事
業
系
パ
ソ

コ
ン
や
二
次
電
池
な
ど
が
事
業
者
回
収
の
対
象
と
な

り
、
容
器
包
装
の
素
材
表
示
義
務
も
実
施
さ
れ
て
い

る
。
家
庭
用
パ
ソ
コ
ン
に
つ
い
て
は
平
成
十
四
年
度

を
目
途
に
指
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

エ
「
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す

る
法
律
（
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
）
」

　
一
般
廃
棄
物
は
対
象
に
な
ら
な
い
が
、
建
築
物
の

分
別
解
体
を
義
務
づ
け
、
解
体
業
者
の
登
録
制
度
や
、

特
定
建
設
資
材
の
再
生
利
用
率
な
ど
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
例
え
ば
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
な
ど
の
再
生
利
用
率

は
九
五
％
で
あ
る
。
ま
た
、
分
別
解
体
に
関
す
る
費

用
負
担
を
発
注
者
が
適
正
に
負
担
す
る
こ
と
を
定
め

て
い
る
。

オ
「
国
等
に
よ
る
環
境
物
品
等
の
調
達
の
推
進
等
に

関
す
る
法
律
（
グ
リ
ー
ン
購
入
法
）
」

　
廃
棄
物
に
直
接
関
連
す
る
法
律
で
は
な
い
が
、
再

生
材
料
を
使
用
し
た
物
品
を
積
極
的
に
購
入
す
る
こ

と
で
、
再
生
品
利
用
を
拡
大
し
、
環
境
へ
の
負
荷
の

少
な
い
持
続
的
な
発
展
が
可
能
な
社
会
を
構
築
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

図―1　循環型社会形成の推進のための法体系
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④
―
こ
れ
か
ら
の
廃
棄
物
行
政

ア
法
制
度
の
抱
え
る
問
題

　
既
存
の
法
制
度
に
加
え
、
新
た
な
法
の
制
定
に
よ

り
、
廃
棄
物
を
巡
る
法
制
度
が
整
っ
て
き
た
と
い
え

る
が
、
そ
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
政
省
令
が
未
公
布

な
も
の
や
、
実
行
に
あ
だ
っ
て
の
担
保
が
必
ず
し
も

伴
っ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
今
後
の
課
題

は
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
法
の
制

定
時
期
あ
る
い
は
製
品
に
よ
り
、
拡
大
生
産
者
責
任

や
排
出
者
責
任
に
つ
い
て
も
そ
の
取
り
扱
い
に
差
が

生
じ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
つ
い
て
は
、

再
商
品
化
能
力
の
不
足
や
、
分
別
回
収
に
伴
う
自
治

体
の
負
担
増
に
よ
る
取
組
の
遅
れ
な
ど
か
ら
、
制
定

後
の
見
直
し
時
期
の
十
年
を
待
た
ず
、
五
年
目
で
あ

る
昨
年
に
、
国
に
お
い
て
検
討
委
員
会
に
よ
る
問
題

の
整
理
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
今
年
四
月
に
実
施
さ

れ
た
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
つ
い
て
も
、
自
治
体
や

消
費
者
か
ら
そ
の
費
用
負
担
の
時
期
（
排
出
時
負
担

か
ら
購
入
時
負
担
へ
）
に
つ
い
て
見
直
し
を
求
め
る

声
が
あ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
、
国
に
お
い
て

は
新
た
な
リ
サ
イ
ク
ル
法
と
し
て
自
動
車
の
リ
サ
イ

ク
ル
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
リ
サ
イ
ク
ル
費
用
に

つ
い
て
前
払
い
制
度
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
物
別
に
制
定
さ
れ
た
個
別
法
は
、
現
行
の
廃
棄
物

処
理
法
の
も
と
で
は
、
同
じ
物
で
も
排
出
主
体
（
家

庭
か
事
業
所
か
）
に
よ
っ
て
、
自
治
体
に
処
理
責
任

の
あ
る
一
般
廃
棄
物
と
、
事
業
者
に
処
理
責
任
の
あ

る
一
般
廃
棄
物
・
産
業
廃
棄
物
に
区
分
さ
れ
る
。
国

は
、
今
後
二
年
程
度
を
か
け
、
有
価
、
無
価
と
い
う

区
分
を
含
め
こ
う
し
た
廃
棄
物
の
定
義
を
見
直
し
て

行
く
予
定
で
あ
る
。

イ
こ
れ
か
ら
の
方
向
性

　
大
量
生
産
、
大
量
消
費
、
大
量
廃
棄
の
間
に
大
量

リ
サ
イ
ク
ル
が
入
る
だ
け
で
は
、
結
局
ご
み
と
し
て

排
出
さ
れ
る
も
の
は
減
っ
て
い
か
な
い
。
循
環
型
社

会
に
関
連
す
る
法
は
、
今
ま
で
廃
棄
物
の
処
理
に
か

か
っ
て
い
た
経
費
を
、
税
金
て
ま
か
な
う
こ
と
を
や

め
、
処
理
費
用
を
製
品
に
内
部
化
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
製
品
の
製
造
の
段
階
か
ら
の
取
組
を
強

化
し
、
廃
棄
物
の
発
生
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
廃
棄
物
の
定
義
そ
の
も
の
が
変
化
し
よ
う
と
し
て

い
る
中
で
、
自
治
体
が
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
処
理

す
べ
き
も
の
は
何
な
の
か
、
処
理
に
よ
り
生
ず
る
環

境
負
荷
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
処
理
に
投
じ
る

費
用
の
効
率
化
の
た
め
に
実
施
す
べ
き
施
策
な
ど
に

つ
い
て
、
情
報
提
供
と
説
明
責
任
を
は
た
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

２

平
成
十
三
年
度
に
お
け
る
一
般
廃
棄
物

処
理
計
画
改
定
作
業
に
つ
い
て

　
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
は
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
第
六
条
第
一
項
で
、
市
町

村
に
お
け
る
策
定
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
本
市
に
お
い
て
は
、
平
成
五
年
度
に
基
本
計
画
を

策
定
し
、
そ
の
後
、
ゆ
め
は
ま
2
0
1
0
プ
ラ
ン
と
の

整
合
を
図
り
な
が
ら
、
事
業
を
推
進
し
て
き
た
。
前
述

の
法
律
制
定
な
ど
、
環
境
や
廃
棄
物
を
め
ぐ
る
情
勢

変
化
を
踏
ま
え
た
計
画
の
改
定
を
検
討
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
計
画
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
、
横

浜
市
に
お
け
る
現
状
課
題
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

①
―
現
行
計
画
の
体
系
と
重
点
施
策
課
題
の
達
成
評

　
　
価

一般廃棄物処理計画の全体像図―2
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現
行
処
理
計
画
の
体
系
図
は
（
図
―
２
）
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
体
系
図
の
基
本
方
向
ご
と
に
、

重
点
施
策
と
し
て
位
置
付
け
た
施
策
に
つ
い
て
、
そ

の
評
価
を
す
る
と
、
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

②
―
横
浜
市
の
一
般
廃
棄
物
処
理
を
め
ぐ
る
現
状
と

　
　
課
題

　
現
行
計
画
に
よ
り
、
市
民
・
事
業
者
・
行
政
が
一

体
と
な
っ
た
省
資
源
・
循
環
型
都
市
づ
く
り
に
向
け

て
取
組
み
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
ご
み
の
量
は
減

少
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
。

横
浜
市
の
人
□
も
増
加
し
て
い
る
が
、
ご
み
量
の
伸

び
率
は
そ
れ
よ
り
も
高
い
。
特
に
、
事
業
系
ご
み
に

つ
い
て
は
、
そ
の
上
昇
が
著
し
い
。
現
在
考
え
ら
れ

る
原
因
と
し
て
は
、
事
業
系
ご
み
有
料
化
な
ど
に
と

も
な
う
事
業
者
の
方
々
へ
の
適
正
排
出
指
導
な
ど
に

よ
り
、
従
来
家
庭
系
ご
み
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
事

業
系
ご
み
が
許
可
業
者
収
集
へ
移
行
し
て
き
た
こ
と

が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
よ
り
正
確
な
原
因
を
把
握
す
る

た
め
に
は
今
後
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
実
際
に
家

庭
系
ご
み
（
市
収
集
ご
み
）
の
排
出
原
単
位
（
一
日

一
人
当
た
り
の
ご
み
の
排
出
量
）
が
減
少
し
て
い
る

か
ど
う
か
は
検
証
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
今
後
ご

み
の
処
理
量
を
減
ら
す
た
め
に
は
、
資
源
化
業
者
な

ど
の
静
脈
産
業
の
育
成
な
ど
の
施
策
・
事
業
展
開
も

必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
一
方
、
市
長
へ
の
手
紙
な
ど
に
お
い
て
し
ば
し
ば

市
民
の
方
々
か
ら
の
ご
指
摘
を
受
け
る
よ
う
に
、
ご

み
問
題
へ
の
関
心
は
高
く
、
環
境
問
題
へ
の
意
識
の

高
ま
り
と
と
も
に
、
ご
み
の
減
量
化
・
資
源
化
に
対

す
る
意
識
も
意
欲
も
あ
る
市
民
が
増
え
て
き
て
い
る

と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
市
民
に
対
す
る
幅
広
い
機

会
の
提
供
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

③
―
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
改
定
に
向
け
て

　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
法
律
の
制
定
状
況
や
横
浜

市
の
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
計
画
を
改

定
す
べ
く
作
業
を
進
め
て
い
る
。
現
在
、
計
画
の
基

本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
、
学
識
経
験
者
や
市
民
・

事
業
者
代
表
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
「
廃
棄
物
減
量

化
・
資
源
化
等
推
進
審
議
会
」
に
諮
問
し
、
「
審
議

会
小
委
員
会
」
に
よ
り
集
中
的
な
審
議
を
い
た
だ
い

て
い
る
。
ま
た
幅
広
い
意
見
を
計
画
に
反
映
さ
せ
る

た
め
に
、
現
在
、
市
民
・
事
業
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
て
お
り
、
審
議
会
の
中
間
答
申
に
つ
い
て
は

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
募
集
を
予
定
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
方
法
に
よ
り
市
民
・
事
業
者
の
方
々
の
ご

意
見
を
取
り
入
れ
た
計
画
策
定
を
目
指
し
て
い
る
。

　
計
画
の
内
容
に
つ
い
て
は
未
定
で
は
あ
る
が
、
踏

ま
え
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

い
く
つ
か
列
挙
し
て
お
き
た
い
。

ア
発
生
抑
制
・
再
使
用
・
再
生
利
用
（
３
Ｒ
）
の
重

視　
３
Ｒ
の
考
え
方
で
は
、
発
生
抑
制
（
リ
デ
ュ
ー
ス
）

が
も
っ
と
も
優
先
さ
れ
、
つ
い
で
再
使
用
（
リ
ユ
ー

ス
）
、
再
生
利
用
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
と
い
う
施
策
の

優
先
順
位
と
な
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
、
ご
み
と
し
て
排
出
さ
れ
た
も
の
を

安
全
に
か
つ
安
定
し
た
状
態
で
処
分
す
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
川
下
に
お
け
る
処
理
・
処
分
と
い
う
考
え

方
か
ら
、
そ
の
も
の
が
排
出
物
と
な
る
以
前
の
、
あ

る
い
は
排
出
物
と
な
っ
て
も
資
源
と
し
て
有
効
に
利

用
さ
れ
る
よ
う
に
、
出
来
う
る
限
り
川
上
に
お
い
て

そ
の
対
策
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
排
出
物
が
ど
う
し
て
も
ご
み
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
時
点
で
、
人
や
環
境
に
と
っ
て
、
安

全
に
か
つ
安
定
し
た
状
態
で
処
理
・
処
分
さ
れ
、
そ

の
際
、
焼
却
に
よ
っ
て
出
た
熱
を
有
効
利
用
す
る
。

こ
う
し
た
資
源
循
環
型
社
会
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る

こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

イ
排
出
物
や
排
出
行
動
ご
と
の
施
策
の
必
要
性

　
　
「
排
出
者
責
任
」
「
拡
大
生
産
者
責
任
」
と
い
っ

た
原
則
は
基
本
に
し
つ
つ
も
、
行
政
と
し
て
ど
の
程

度
ま
で
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
市
民
・
事
業

者
・
行
政
の
果
た
す
べ
き
責
任
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
排
出
者
や
排
出
行
動
に
そ

く
し
た
き
め
こ
ま
や
か
な
施
策
や
、
資
源
の
有
効
利

用
の
た
め
に
静
脈
産
業
の
育
成
な
ど
を
視
野
に
入
れ

た
事
業
展
開
が
必
要
で
あ
る
。

ウ
目
標
の
設
定
の
方
向
性

　
現
行
計
画
に
よ
り
一
定
の
成
果
は
あ
か
っ
て
い
る

が
、
ご
み
の
総
量
は
、
現
在
も
増
加
す
る
傾
向
に
あ

る
。
市
民
や
事
業
者
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
ご
み

の
減
量
化
・
資
源
化
の
目
標
設
定
が
必
要
で
あ
り
、

同
時
に
行
政
に
と
っ
て
も
そ
の
実
効
性
を
担
保
す
る

施
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
具
体
的
な
目
標
設
定
に
よ
る
、
既
存
事
業
の
見
直

し
や
新
た
な
方
策
へ
の
取
り
組
み
も
必
要
で
あ
ろ

う
。
そ
の
際
、
現
在
の
市
民
の
生
活
実
態
、
企
業
の

活
動
状
況
、
そ
れ
ぞ
れ
の
排
出
物
に
対
す
る
意
識
な

ど
を
踏
ま
え
つ
つ
、
実
行
可
能
な
取
組
み
を
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
、
そ
れ
に
か
か

る
費
用
と
成
果
見
込
み
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
ど
の
よ
う
な
手
法
が
有
効
で
あ
る
の
か
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
技
術
進
歩
の
状
況
を
踏
ま
え
つ

つ
、
最
小
の
投
資
で
最
大
の
効
果
を
達
成
で
き
る
よ

う
に
、
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

Λ
青
木
・
永
木
＝
環
境
事
業
局
ご
み
政
策
課
担
当
係

長
Ｖ

特
集
・
循
環
型
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
向
け
て
③
横
浜
市
の
廃
棄
物
処
理
の
現
状
と
循
環
型
社
会
の
形
成

表―1　重点施策等の位置づけと評価
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